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社会インフラ長寿命化の進捗状況①
令和５年度末時点における主要12施設点検結果
 主要な12施設において、緊急措置を必要とする診断Ⅳ相当の施設はない。
 診断Ⅲ相当の施設の修繕・補修等の対応を優先的に進めることにより診断Ⅲ施設を削減し、予防保全型管理を推進する。

診断Ⅰ：健全

診断Ⅱ：予防保全段階

診断Ⅲ：早期措置段階

診断Ⅳ：緊急措置段階
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社会インフラ長寿命化の進捗状況②
工事着手率

指 標：早期措置が必要（診断Ⅲ）と判定された施設の工事着手率

対象工種：県民生活や経済に特に影響の大きい４工種
橋梁、トンネル、水門・陸こう、係留（港湾、漁港）

目 標：令和５年度（５年後）までに１００％

工事着手率 ＝ 工事着手数 ／ 診断Ⅲの施設数（H26〜H30点検分）

 維持修繕工事の進捗状況の指標として、工事着手率を公表している。
 橋梁、トンネル、水門・陸閘の３施設は、既に目標である着手率100%を達成しており、係留施設についても進捗が見られる。

令和５年度末

参考︓令和４年度末

■着手率の算出方法
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社会インフラ長寿命化の進捗状況③
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社会インフラ長寿命化の進捗状況④


